
廃
車
手
続
き
は
お
早
め
に

　

原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
軽
二
輪

な
ど
、
次
の
車
種
に
つ
い
て
の
税
率
は
別
表
３
の
と

お
り
で
す
。

車種区分
税率（年税額）

平成27年度まで 平成28年度から

原動機付自転車

50cc以下 1,000円 2,000円
50cc超～90cc以下 1,200円 2,000円
90cc超～125cc以下 1,600円 2,400円
ミニカー 2,500円 3,700円

軽自動車
軽二輪125cc超～250cc以下 2,400円 3,600円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円

二輪の小型自動車 250cc超 4,000円 6,000円

小型特殊自動車
農耕作業用のもの（トラクターなど） 1,600円 2,400円
その他（フォークリフトなど） 4,700円 5,900円

ボート・
トレーラー

二輪 2,400円 3,600円
三輪 3,100円 3,900円
四輪 4,000円 5,000円

別表３

　

軽
自
動
車
税
は
、
４
月
１
日
現

在
で
軽
自
動
車
な
ど
を
所
有
し
て

い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。
既
に

車
両
が
な
い
場
合
や
使
用
し
て
い

な
い
場
合
で
も
廃
車
の
届
出（
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
の
返
却
）を
し
な
い

と
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

売
買
、
譲
渡
、
廃
車
な
ど
を
さ

れ
た
場
合
は
、
速
や
か
に
届
出
を

し
て
く
だ
さ
い
。

小野町
ナンバー 原付、小型特殊など 役場税務課　☎72-6932

いわき
ナンバー

軽自動車（軽四輪、
三輪その他）

軽自動車検査協会福島事務所
いわき支所　☎050-3816-1838

125ccを超え
250cc以下のバイク

福島県軽自動車協会
いわき支所　☎0246-72-0656

250ccを超える
バイク

東北運輸局福島運輸支局
いわき自動車検査登録事務所
☎050-5540-2016

《問い合わせ先》

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で
は
、
借
金

を
抱
え
お
悩
み
の
方
々
か
ら
の
相
談
に
応

じ
て
い
ま
す
。
借
金
問
題
は
さ
ま
ざ
ま
な

方
法
で
解
決
で
き
ま
す
。
お
気
軽
に
相
談

く
だ
さ
い
。

【
相
談
窓
口
】財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
理
財
課

【
受
付
時
間
】

　

原
則
と
し
て
、
平
日
の
午
前
８
時
30
分
か
ら
午

後
12
時
、
午
後
１
時
30
分
か
ら
午
後
４
時
30
分
ま
で

問
多
重
債
務
相
談
窓
口

☎
０
２
４
–
５
３
３
–
０
０
６
４（
直
通
）

　

財
務
省
福
島
財
務
事
務
所
で
は
、「
な
り

す
ま
し
詐
欺
」
な
ど
の
金
融
犯
罪
被
害
に
巻

き
込
ま
れ
な
い
よ
う
、
日
頃
か
ら
注
意
し
て

い
だ
た
き
た
い
内
容
な
ど
を
、
わ
か
り
や
す

く
説
明
し
ま
す
。
講
演
料
は
無
料
で
す
の
で
、

お
気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
財
務
省
福
島
財
務
事
務
所 

理
財
課

☎
０
２
４
–
５
３
５
–
０
３
０
３

　

現
在
、
大
字
小
野
新
町
字

宿
ノ
後
か
ら
田
村
市
滝
根
町

菅
谷
猿
内
ま
で
の
区
間
を
運

行
中
の
路
線
バ
ス「
小
野
・

猿
内
線
」が
、
利
用
者
の
減

少
に
伴
い
そ
の
維
持
が
困
難

と
な
っ
た
た
め
、
平
成
28
年

３
月
31
日
を
も
っ
て
廃
止
と

な
り
ま
す
。
利
用
者
の
方
々

に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け

し
ま
す
が
、
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

問
企
画
政
策
課  

☎
７
２
–
６
９
３
９

　

住
ま
い
の
復
興
給
付
金
制
度
は
、
東
日

本
大
震
災
で
被
災
し
た
住
宅
の
所
有
者
が
、

消
費
税
率
８
％
引
き
上
げ（
平
成
26
年
４
月

１
日
）以
降
に
住
宅
を
建
築
・
購
入
、
ま
た

は
補
修（
工
事
費
が
税
抜
１
０
０
万
円
以

上
）し
、
そ
の
住
宅
に
居
住
し
て
い
る
場
合

に
、
消
費
税
増
税
分
相
当
の
給
付
を
受
け

ら
れ
る
制
度
で
す
。

　

給
付
申
請
額
は
罹
災
状
況
や
建
築
・
購

入
、
補
修
時
の
消
費
税
率
で
変
動
し
ま
す
の

で
、
詳
細
は
復
興
庁
の
住
ま
い
の
復
興
給
付

金
事
務
局
ま
で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
住
ま
い
の
復
興
給
付
金
事
務
局（
復
興
庁
）

☎
０
１
２
０
–
２
５
０
–
４
６
０

　
　
お
知
ら
せ

住
ま
い
の
復
興
給
付
金
制
度
を

ご
存
知
で
す
か

「
多
重
債
務
者
相
談
窓
口
」
開
設

「
な
り
す
ま
し
詐
欺
等
出
前
講
座
」開
催

「
小
野
・
猿
内
線
」が
廃
止
さ
れ
ま
す
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